
 

   四街道市指定ごみ袋取扱店に関する要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市が指定するごみ袋（以下「指定ごみ袋」という。）の交付並びに地方

自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「令」という。）第１５８条第１項の規定に

より行う指定ごみ袋に係る一般廃棄物処理手数料（以下「手数料」という。）の徴収及び収

納業務を委託することに関し必要な事項を定めるものとする。 

（委託） 

第２条 市長は、指定ごみ袋の交付並びに手数料の徴収及び収納業務について、四街道市指定

ごみ袋取扱店（以下「取扱店」という。）に委託するものとする。 

（取扱店の登録要件） 

第３条 取扱店の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項の全てに該当するものとする。 

⑴ 市内に店舗を有すること。 

⑵ 指定ごみ袋の交付並びに手数料の徴収及び収納業務を適正に行うことができること。 

⑶ 登録申請の日において、市税の滞納がないこと。 

⑷ 四街道市暴力団排除条例（平成 24 年条例第 2 号）第 2 条第 1 号に規定する暴力団又は同 

条第 3 項に規定する暴力団員等ではないこと。 

⑸ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）に定める 

営業に関わる事業を行っていないこと。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた場合は、取扱店として登録できるもの 

とする。 

（取扱店の登録申請） 

第４条 取扱店の登録を受けようとする者は、四街道市指定ごみ袋取扱店登録申請書（様式第

１号）に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、第 1 号及び第

3 号に掲げる書類は、その内容を市長が確認できるときは、市長はこれを省略させることが

できる。 

 ⑴ 法人にあっては登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し 

 ⑵ 取扱店の位置図 

 ⑶ 市税等の納税証明書又は滞納がない証明書 

（取扱店の登録） 

第５条 市長は、前条の規定により申請があったときは、速やかに取扱店の登録の適否を決定 

し、四街道市指定ごみ袋取扱店登録決定・却下通知書（様式第２号）により申請者に通知す 

るものとする。 

２ 市長は、前項の規定により取扱店の登録をしたときは、当該取扱店に対し四街道市指定ご 

み袋取扱店登録証（様式第３号）を交付する。 

３ 取扱店は、前項の規定により交付された四街道市指定ごみ袋取扱店登録証を店舗内の見や



 

すい位置に掲示しなければならない。 

（委託契約の締結） 

第６条 前条の規定により登録を受けた取扱店は、指定ごみ袋の交付並びに手数料の徴収及び

収納業務について、速やかに市長と委託契約を締結するものとする。 

（告示） 

第７条 市長は、指定ごみ袋の交付並びに手数料の徴収及び収納業務を取扱店に委託したとき

は、令第１５８条第２項の規定により、その旨を告示するものとする。 

（指定ごみ袋の交付及び手数料の徴収） 

第８条 取扱店は、指定ごみ袋の交付を受けようとする者から手数料を徴収し、これを交付す

るものとする。 

２ 前項に規定する指定ごみ袋の交付は、指定ごみ袋１０枚を１組として行うものとする。た

だし、可燃用指定ごみ袋については、四街道市指定ごみ袋単品交付届出書（様式第７号）に

より届け出たときは、当該指定ごみ袋を１枚ずつ交付することができるものとする。 

 （手数料） 

第９条 取扱店が市民から徴収する手数料は、四街道市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（昭

和４７年条例第１４号）別表第１に規定するとおりとする。 

（手数料相当額の納入） 

第１０条 取扱店は、納品された指定ごみ袋の手数料に相当する額（以下、「手数料相当額」

という。）について、市又は市が指定する受注収納業者から請求を受けたときは、指定の期

日までに納入しなければならない。 

（委託料及び支払方法） 

第１１条 委託料は、指定ごみ袋１０枚１組につき２２円（消費税及び地方消費税相当額を含

む。）とする。 

２ 手数料相当額の納入と委託料の支払いは、差し引きした上で清算するものとし、委託料は

令第１６４条に規定する繰替払を行うものとする。 

（変更の届出） 

第１２条 取扱店は、登録事項に変更が生じたときは、速やかに四街道市指定ごみ袋取扱店登

録事項変更届（様式第４号）を市長に提出しなければならない。 

（取扱店の廃止） 

第１３条 取扱店は、指定ごみ袋の交付並びに手数料の徴収及び収納業務を取り止めようとす

るときは、速やかに四街道市指定ごみ袋取扱店廃止届（様式第５号）を市長に提出しなけれ

ばならない。 

（登録の取消） 

第１４条 市長は、取扱店が次の各号のいずれかに該当するときは、取扱店の登録を取り消す

ことができるものとする。 

⑴ 指定ごみ袋の交付並びに手数料の徴収及び収納業務を適正に行うことができないと認め



 

られるとき。 

⑵ この要綱の規定に違反したとき。 

⑶ その他市長が取扱店の登録を取り消す必要があると認めたとき。 

２ 市長は、前項の規定により取扱店の登録を取り消すときは、四街道市指定ごみ袋取扱店登

録取消通知書（様式第６号）により、取扱店に通知するものとする。 

（取扱店の廃止等による清算） 

第１５条 取扱店は、第１３条及び前条の規定により廃止又は登録を取消された場合、在庫分 

の指定ごみ袋を返還し、四街道市指定ごみ袋に係る手数料相当額還付請求書（様式第８号） 

により、市長に手数料相当額の還付を請求することができる。ただし、還付の対象となる指 

定ごみ袋については、１０枚１組とし、外装袋から開封されていないものに限る。 

２ 市長は、前項の規定により提出された請求書が適正と認められる場合、取扱店に手数料相

当額を還付するものとし、取扱店は、受取済みの委託料を市へ返納するものとする。 

（補則） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和２年１月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和４年１１月２８日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


